
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

審査基準（申請に対する処分関係） 

（変更） 

資料番号 １９ 担当課 薬務衛生課 

法令名 

医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に

関する法律 

根拠条項 ３３－１ 
許認可等

の内容 
配置従事者身分証明書交付 

 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

（配置従事者の身分証明書） 

第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書

の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。 

２ 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 

（配置従事者の身分証明書） 

第百五十一条 法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四

による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当

該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚

生労働大臣に提出された書類（第二号に掲げる書類に限る。）については、当該申請書にその

旨が付記されたときは、この限りでない。 

一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・二センチメート

ル、横の長さ二・四センチメートルの写真 

二 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対す

る使用関係を証する書類 

 

【既存配置販売業者関係】 

○旧薬事法施行規則（薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成21年厚生労働省令第10号）

による改正前の薬事法施行規則） 

(配置従事者の身分証明書) 

第百五十七条 法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四

による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当

該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚

生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨

が付記されたときは、この限りでない。 

一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ四センチメートル、

横の長さ三センチメートルの写真 

二 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対す

る使用関係を証する書類 

 


